
目
　
　
　
次

告
　
　
　
示

○
道
路
の
区
域
変
更
（
三
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
五
七

公
　
　
　
告

○
公
共
測
量
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
五
八

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
五
八

人
事
委
員
会

平
成
二
十
四
年
度
山
梨
県
職
員
採
用
初
級
試
験
、
資
格
免
許
職
職
員
採
用
試
験
及
び
小

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
三
五
八

中
学
校
事
務
職
員
採
用
試
験
の
実
施
に
つ
い
て

第
八
十
回
（
平
成
二
十
四
年
度
）
山
梨
県
警
察
官
Ａ
及
び
警
察
官
Ｂ
採
用
試
験
の
実
施

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
三
六
三

に
つ
い
て

身
体
障
害
者
を
対
象
と
し
た
平
成
二
十
四
年
度
山
梨
県
職
員
採
用
選
考
試
験
の
実
施
に

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
三
六
九

つ
い
て

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
二
百
二
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
南
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
七
月
十
二
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
山
保
久
那
土
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
山
保
字
小
垈
一
〇
五
〇
番

旧

一
一
・
八
〜

三
〇
・
五

の
一
地
先
か
ら

二
二
・
四

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
山
保
字
小
垈
一
〇
三
三
番

の
一
地
先
ま
で

新

一
一
・
八
〜

三
〇
・
五

二
七
・
一

山
梨
県
告
示
第
二
百
二
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建

設
事
務
所
吉
田
支
所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
七
月
十
二
日
ま
で
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
道
路
の
種
類
　
一
般
国
道

二
　
路
　
線
　
名
　
三
〇
〇
号

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
本
栖
字
大
丸
一
七
番
地

旧

八
・
三
〜

三
八
・
〇

先
か
ら

八
・
五

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
本
栖
字
大
丸
官
有
無
番

地
先
ま
で

新

一
四
・
七
〜

三
八
・
〇

二
〇
・
五

山
梨
県
告
示
第
二
百
二
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
七
月
十
二
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
三
十
八
号
　
　
平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
一
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

三
五
七

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
四
年

六
月
二
十
一
日

第
二
千
二
百
三
十
八
号

木　曜　日



一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
塩
平
窪
平
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

山
梨
市
牧
丘
町
倉
科
字
西
田
四
五
六
六
番
の
七
地

旧

五
・
五
〜

一
一
三
・
〇

先
か
ら

七
・
〇

山
梨
市
牧
丘
町
倉
科
字
神
田
四
九
四
八
番
地
先
ま

で

新

一
三
・
六
〜

一
一
三
・
〇

三
九
・
五

公
　
　
　
告

'

公
共
測
量
の
実
施
　

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
四
年
六
月
四
日
付
け
で
山
中
湖
村
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量

を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
作
業
種
類
　
公
共
測
量
（
道
路
台
帳
整
備
）

二
　
作
業
期
間
　
平
成
二
十
四
年
七
月
二
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日
ま
で

三
　
作
業
地
域
　
山
中
湖
村
全
域

'

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

中
央
市
井
之
口
字
今
川
八
六
六
の
一
の
区
域

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

中
央
市
井
之
口
九
百
三
十
七
の
二
番
地
　
学
校
法
人
井
口
学
園
　
理
事
長
　
井
口
　
太

人
事
委
員
会

'

平
成
二
十
四
年
度
山
梨
県
職
員
採
用
初
級
試
験
、
資
格
免
許
職
職
員
採
用
試
験
及
び
小
中
学
校
事

務
職
員
採
用
試
験
の
実
施
に
つ
い
て

平
成
二
十
四
年
度
山
梨
県
職
員
採
用
初
級
試
験
、
資
格
免
許
職
職
員
採
用
試
験
及
び
小
中
学
校
事
務

職
員
採
用
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
一
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
員
長
　
　
中
　
　
矢
　
　
惠
　
　
三

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
三
十
八
号
　
　
平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
一
日

三
五
八



三
五
九

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
三
十
八
号
　
　
平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
一
日



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
三
十
八
号
　
　
平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
一
日

三
六
〇



三
六
一

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
三
十
八
号
　
　
平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
一
日



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
三
十
八
号
　
　
平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
一
日

三
六
二



'
第
八
十
回
（
平
成
二
十
四
年
度
）
山
梨
県
警
察
官
Ａ
及
び
警
察
官
Ｂ
採
用
試
験
の
実
施
に
つ
い
て

第
八
十
回
（
平
成
二
十
四
年
度
）
山
梨
県
警
察
官
Ａ
及
び
警
察
官
Ｂ
採
用
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施

す
る
。平

成
二
十
四
年
六
月
二
十
一
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
員
長
　
　
中
　
　
矢
　
　
惠
　
　
三

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
三
十
八
号
　
　
平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
一
日

三
六
三



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
三
十
八
号
　
　
平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
一
日

三
六
四



三
六
五

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
三
十
八
号
　
　
平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
一
日



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
三
十
八
号
　
　
平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
一
日

三
六
六



三
六
七

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
三
十
八
号
　
　
平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
一
日



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
三
十
八
号
　
　
平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
一
日

三
六
八



'
身
体
障
害
者
を
対
象
と
し
た
平
成
二
十
四
年
度
山
梨
県
職
員
採
用
選
考
試
験
の
実
施
に
つ
い
て

身
体
障
害
者
を
対
象
と
し
た
平
成
二
十
四
年
度
山
梨
県
職
員
採
用
選
考
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す

る
。

平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
一
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
員
長
　
　
中
　
　
矢
　
　
惠
　
　
三

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
三
十
八
号
　
　
平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
一
日

三
六
九



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
三
十
八
号
　
　
平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
一
日

三
七
〇



三
七
一

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
三
十
八
号
　
　
平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
一
日



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
三
十
八
号
　
　
平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
一
日

三
七
二



三
七
三

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
三
十
八
号
　
　
平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
一
日



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
三
十
八
号
　
　
平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
一
日

三
七
四


